
「市川町立小学校統合の基本方針（案）」に関するパブリックコメント結果 

 

実施期間 令和 8年 3月 2日～3月 16 日 

意見の提出方法 E ﾒｰﾙ、FAX、郵送、持参 

意見提出件数 4 件 

 

 ご意見等 町および教育委員会の考え方 

1  子どもたちには、安心して穏やかな環境の中で

学校生活を送ってほしいと願っています。少子化

等により小学校の統合の必要性が高まっているこ

とについては理解しております。しかしながら、

統合を 2段階に分けて実施することには反対で

す。 

 その理由は、瀬加小学校と川辺小学校の２校の

児童に、生活環境や人間関係が大きく変化する機

会が 2回生じることになるためです。子どもにと

って、校舎が変わらない場合であっても、学校の

統合は転校と同じように友人関係や学校生活の環

境が大きく変化する出来事であり、心理的な負担

につながる可能性があります。とりわけ小学生の

時期においては、人間関係の変化が子どもの安心

感や学校生活への意欲に大きく影響すると考えら

れます。 

 このような大きな環境の変化を 2度経験させる

よりも、時間をかけて十分な準備と交流を行い、

一度の統合で新しい学校をスタートさせる方が、

子どもたちの負担を軽減し、より安定した学校生

活につながるのではないでしょうか。 

 また、新しい学校の在り方を検討する過程にお

いても、統合時期に差が生じることで学校ごとの

文化やこれまで大切にしてきた取組が十分に反映

されない可能性があります。結果として、４校の

統合後に学校文化の違いによる混乱やトラブルが

生じることも懸念されます。その影響を受けるの

も、最終的には子どもたちです。 

 子どもたちの心理的負担をできる限り軽減し、

地域の学校として多くの子どもたちが安心して通

える新しい学校をつくるためにも、十分な準備期

間を確保したうえで、令和 13 年度に 4つの小学

校が同時に統合し、1つの新しい小学校となるこ

とを希望いたします。 

１．環境変化による心理的負担につ

いて 

 統合による環境の変化が、子ども

たちの心理的な負担になるのではな

いかというご指摘は、教育委員会と

しても非常に重く受け止めていま

す。子どもたちの健やかな成長を第

一に考え、統合が子どもたちにとっ

て「安心できるもの」となるよう、

次の２点を進めてまいります。 

・統合前から学校間交流を実施 

 今後の統合を意識した合同学習、

校内交流行事などを定期的に実施し

ます。顔見知りの友人を増やし、新

しい環境への心理的なハードルを下

げる工夫を丁寧に行います。 

・専門家による心のケア 

 統合の前後には、スクールカウン

セラーによる相談体制を強化しま

す。環境の変化に戸惑う子どもたち

がいつでも悩みを相談できるよう、

個別の面談や心のケアに重点を置い

たサポート体制を整えます。 

 

２．段階的な統合についての考え方

について 

 川辺小と瀬加小が先に統合するこ

とについては慎重に検討してまいり

ました。しかしながら、子どもたち

がより多くの友人と関わり、適切な

集団規模の中で切磋琢磨できる環境

を一日も早く整えることが、教育上

不可欠であると判断しています。統

合は子どもたちの将来を見据えた

「前向きなステップ」であり、その

過程で生じる心理的な不安を最小限

に抑えるため、保護者の皆様とも連

携しながら、万全の支援体制を構築

してまいります。 

 

 

 



2  統合の基本方針では、令和 11 年度に川辺小学

校と瀬加小学校を統合し、令和 13年度に甘地小

学校を統合するとなっています。一方で統合審議

会の答申では統合を２回経験する児童がでてくる

など、児童への負担もあることから、段階的な統

合はせず、4小学校を 1度に統合することはやむ

を得ないとされています。 

 小学校の統合は児童にとって非常に大きな負担

となります。一定の集団性を確保するための統合

はやむを得ないと思いますが、2年間という短期

間では在学中に 2度も統合を経験する児童が発生

してしまいます。答申でも児童数の減少が加速す

る中で時間をかけて段階的に統合する時間的ゆと

りはない旨も指摘されていますので、長期的に 2

段階での統合は不可能だと思います。さらに施設

についても令和 11 年度に統合した場合、校舎の

内装改修中に統合することとなり、統合によって

環境が大きく変わる児童にとって、学び舎が変わ

るうえ、改修工事中となれば通常より大きな負担

となり、落ち着いて学校生活を送ることが難し

く、尚早であると感じます。早期統合を希望され

る方もいらっしゃいますが、一部の児童に負担が

偏る統合は避けるべきであり、当初の基本方針通

り、令和 13 年度に 4小学校を 1度に統合するこ

とを希望します。 

１．環境変化による心理的負担につ

いて 

（１と同様） 

 

２．段階的な統合についての考え方

について 

（１と同様） 

 

３．改修工事による児童への配慮に

ついて 

 令和 11年度の統合時の環境にお

いて、改修工事による騒音や安全面

でのご心配があることは十分に理解

しております。子どもたちが落ち着

いて学校生活を送れる環境を確保す

ることは、教育委員会としても最優

先すべき事項です。工事期間中の不

安を解消するため、工事エリアの厳

格な区分けや、騒音を伴う作業を夏

季休業中に行うことにより、教室内

の学習環境を維持してまいります。 

3  この度は、パブリックコメントの募集を広報に

載せていただきありがとうございました。 

・小学校統合の基本方針等について（答申）の４

章３（５）について 

 地域学校協働活動の導入について、町はどのよ

うな形をお考えですか。すでに実際に何か動き出

していますか。地域住民として、どのように加わ

れますか。 

（９）について、跡地利用の計画の検討につい

て、どのように考えているのか。地域住民との話

し合う場を設ける予定がありますか。アンケート

などの一方通行なやり取りではなく、対話を通し

たやり取りをお願いしたいです。 

・統合に関して、情報を定期的に公開してほしい

です。全町民が関心をもてるように、小学校通信

のような形のものを発行して、進み具合をお知ら

せしてほしいです。 

今回の統合に関心をもつことで、市川町の町政が

町民に対して閉鎖的であるように感じました。町

民の関心の低さも感じました。 

市川町には、町の職員と町民が対等な立場で対話

を通して両者が納得できるような話し合いの場が

なぜないのでしょうか。町民参加型のまちづくり

を進めてほしいです。そのための、職員のスキル

アップもお願いします。まめに、情報を公開して

１．地域学校協働活動について 

 地域学校協働活動は、学校と地域

が連携・協働して子どもたちの学び

や成長を支える非常に重要な取り組

みです。まず、学校と地域をつなぐ

コーディネーターを配置し体制を整

える必要があります。さらに、学校

の運営方針に地域の意見を反映させ

る「コミュニティ・スクール」と一

体的に運用することで、より組織的

な活動を目指します。現在は他の自

治体の事例を参考に方策を検討して

いる段階にありますが、地域のボラ

ンティアの方々と連携した学習支援

ができればと考えております。地域

の皆様のご協力が何よりの支えとな

りますので、引き続きご協力をお願

いします。 

 

２．跡地利用の検討について 

 統合方針の決定により、廃校とな

る校舎の跡利用について早急に検討

を進めますが、現時点では特定の用

途に限定はしておりません。地域の

方々のご意見や、民間事業者のアイ

デアを組み合わせ、防災機能、交流



町民の関心を高めるなど、よろしくお願いしま

す。 

施設、福祉拠点など、地域特性に応

じた最適な組み合わせを検討してま

いります。 

 

３．統合に係る情報提供について 

 統合の方針の決定後は様々な統合

に関連する事項が決定していきま

す。小学校の統合に一人でも多くの

町民が関心を持てるよう情報の公開

手段にも工夫をしてまいります。 

 

4 日本一のふるさと愛のある、鶴居小がなくなるの

は、心が痛み、反対です。地域愛があり、先生方

に愛があり、子ども同志がかわいく、いじめのな

い、バスの停留所（元鶴居幼稚園）のある鶴居小

に統合していただきたいのが、本音です。鶴居小

からは５名の有名人が出ています。①脚本家の橋

本忍さん②■■■■■■■■■③■■■■■■■

■■④■■■■■■■■■⑤■■■■■■■■■

それだけ、地域愛で大切に育てられ、自己肯定感

高く育てられてきて下さった、歴史ある１３８年

の鶴居小学校です。鶴居地区からは、鶴居北保育

所、鶴居南保育所、鶴居幼稚園、鶴居中学校、鶴

居小学校、全ての教育機関がなくなります。小畑

小学校のように、子どもの声の聴こえる、行政機

関を置いていただきたいです。鶴居小跡地利用

は、「鶴居文化センター」として校舎を１F、２

F、３Fと分けて、①橋本忍記念館②市川テラス

（観光協会）③小さなコンビニ④支援の必要な、

子どもの放課後ディサービス、フリースクール等

⑤「鶴女房」の里。家庭科室を「鶴居活性化セン

ター」の「鶴イモカフェ」等。運動場は、「鶴居

総合公園」「屋形の軽トラ市」等。体育館は、バ

スケ、卓球、バトミントン等、誰でも利用出来る

ようにしていただきたいです。鶴居小学校は、日

本一駅から近いと言われている、駅直結の便利な

場所です。その利便性を利用して都会から、心を

癒されに「城山登山」「鶴イモ堀り」「鶴女房の皿

池見学」等、出来る宿泊施設、コワーキングスペ

ースに。福岡県の「いいかねパレット」を参考

に、大人・子どもが集まる活気ある「鶴居」に。

「幸福度 NO1」の住みやすい市川町で「ふるさと

を大切にする 子ども」に育てていただきたいで

す。鶴居小の子ども達も、跡地利用についてのア

ンケートで、夢を語っていますので、夢を叶えて

あげて下さい。「鶴居の地域愛」を残していただ

き、日本一愛のある「市川小学校」になる事を夢

みています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

１．跡地利用のご提案について 

 まずは、ご意見から、鶴居小への

深い愛情を感じます。これまでの鶴

居小教育を高く評価いただいたこと

に感謝いたします。 

 跡地利用の検討については、コメ

ント３への回答２と同様です。ここ

ではさらに具体的なご提案をいただ

いています。参考とさせていただき

ます。 

 また、跡地利用についての鶴居小

児童アンケートを実施されたように

見受けられます。このアンケート結

果も参考資料として提供いただけた

らありがたいです。 

 現時点では、跡地利用については

白紙の状態です。今後、町全体の課

題として検討してまいります。 

 


